
（上久原）

集落地区計画の目標 （上久原、中久原、東久原）

　当集落は久山町の東西に位置する拠点集落で、福岡都市圏にありながら豊かな緑と閑静な田園風景を維持した農村集落に
位置している。今後予想される無秩序な宅地開発や建築物の用途の混在化等による居住環境の悪化、また田園風景との混乱
を防止するため土地区画整理事業等による基盤整備を行いつつ、町の基本構想における健康田園文化都市創造にふさわし
い都市的な機能と周囲の自然環境とが調和した良好な居住環境を保持する集落の形成を図る。

土地利用に関する方針

　集落周辺の良好な農地に配慮しつつ、基本的に集落及び周辺において土地区画整理事業等を導入し、当該既存住宅地と調
和のとれた住宅化を推進する。また、日常生活の利便性の確保のため、県道福岡直方線沿いについては、日常品店舗等の利
便施設が立地できる区域とする。加えて、山の神交差点周辺については、地域の活性化を図る施設等の立地を誘導する区域
とする。また、比較的まとまった規模で新規に住宅化される集落北東部の上ヶ原地区及び古賀ノ脇地区一帯については、ゆと
りと緑豊かな町並みを形成する。なお、乙宮神社周辺、集落中央部の竹林及び当該集落東北部に位置する緑地については、
防災上の安全性及び居住環境確保のため一定規模保全する。 田刎地区（住宅化促進区域）については、周辺環境との調和、
地域コミュニティの活性化などに配慮しつつ、土地区画整理事業等を導入し、土地の有効利用を促進する。

（中久原）

（東久原）

　集落周辺の良好な農地に配慮しつつ、土地区画整理事業等を導入し、地区住民の世帯分離に必要な宅地及び地域の活性
化を促すに必要な新規住民受入のための新規宅地の整備を促進し、調和のとれた集落の形成を図る。さらに、集落の中央を
東西に走る町道沿線の一部については、日常生活利便施設の立地地区とする。なお、高橋池周辺の緑地については防災上
の安全性及び良好な居住環境確保のため一定規模保全する。

面　　　　　積 約１０４．３ｈａ

　集落周辺の良好な農地に配慮しつつ、土地区画整理事業等を導入し、既存の住宅地と調和のとれた住宅化を推進する。さら
に、西側の県道沿いの一部については、日常生活利便施設や沿道サービス施設の立地できる地区とする。また、比較的まと
まった規模で住宅化される東側の新規住宅地区域は、田園居住区にふさわしいゆとりある町並みを形成する地区とする。ま
た、須賀神社及び集落内の竹林や緑地については、防災上の安全性及び良好な居住環境を確保するため一定規模保全す
る。祇園地区（住宅化促進区域）については、周辺環境との調和、地域コミュニティの活性化などに配慮しつつ、土地区画整理
事業等を導入し、土地の有効利用を促進する。

福岡広域都市計画集落地区計画の変更（久山町決定）

都市計画上久原地区集落地区計画を次のように変更する。

名　　　　　称  上久原地区集落地区計画

位　　　　　置 福岡県糟屋郡久山町大字久原（字上ヶ原、同山ノ神、同松浦、同古賀ノ脇、同橋本、同田刎、同篠降、同清水、同滝ヶ下、同毛
後寺、同鍛冶、同西、同東、同前田、同堀田、同奈良田、同高橋、同平田、同峯ノ元、同辻畑）

区
域
の
整
備
・
開
発
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び
保
全
の
方
針



（上久原）

（東久原）
　集落の西側縁辺部に新設される県道猪野篠栗線バイパスと集落内を走る一級町道古賀ノ脇線を基準とし、一体的な集落の
形成と快適性及び安全性を確保するため、区画道路を整備する。また、地区内に公園と広場を配置する。

建築物等の整備の方針 （上久原、中久原、東久原）
　当該既存集落の持つ閑静な住環境並びに周辺の緑との調和に留意しつつ、防災上の安全性と快適な居住環境の向上を図
るため、建築物等の用途の制限、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合の最高限度、建築物の敷地面積の最低限度、
建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は意匠の制限及び垣又は柵の構造の制限を定める。

（中久原）
　集落の西側を走る県道福岡直方線及び北側を走る県道猪野篠栗線を基準とし、一体的な集落の形成と快適性及び安全性を
確保するため原則として、現道の線形を重視しながら主要区画道路及び区画道路を整備する。また、地区内に公園と緑地を配
置する。

集落地区施設の整備の方針

　集落の西側縁辺部を走る県道福岡直方線及び南側縁辺部を走る県道猪野篠栗線と、新たに当計画区域の東側に整備され
る県道猪野篠栗線バイパスを基準とし、一体的な集落の形成と安全で快適な地域内道路のネットワーク化を図るため、原則と
して、現道の線形を重視しながら幹線道路及び区画道路を整備する。また、地区内に公園と緑地を配置する。



幅員 幅員

15.0m 約 822m 12.5m 約 212m

8.5m 約 100m 8.0m 約 750m

6.0m 約 3,027m 5.0m 約 500m

4.0m 約 928m 3.0m 約 620m

8.5m 約 75m 5.0m 約 15m

4.0m 約 75m 3.0m 約 70m

9.0m 約 100m 6.0m 約 325m

9.0m 約 330m 6.0m 約 700m

6.0m 約 180m 4.0m 約 530m

6.0m 約 180m 5.0m 約 926m

4.0m 約 2,792m

13.0m 約 115m 4.0m 約 305m

6.0m 約 220ｍ

5.0m 約 310m 4.0m 約 188m

6.0m 約 150m 4.0m 約 190m

5.0m 約 90m

6.0m 約 350m

6.0m 約 910m

15.0m 約 120m 13.0m 約 180m

9.0m 約 235m 6.0m 約 658m

4.0m 約 2,616m

約 約

約 約

約

約 約

約 約

約

約

約

約 約 236㎡

約

約

中久原H地区 区画道路

中久原H地区 公園 500㎡ 公園２

東久原B地区 公園 2,600㎡

中久原B地区 公園 170㎡
中久原C地区 公園 3,000㎡

集
落
地
区
整
備
計
画

※配置は図面のとおり

東久原A地区 公園 560㎡

公園２ 354㎡ 公園３ 240㎡
中久原A地区 緑地 2,000㎡

※配置は図面のとおり

公園
・

緑地

地区名 種別 面積又は延長 種別 面積又は延長

上久原A地区

公園２ 10,000㎡

公園６ 400㎡

緑地２ 3,000㎡ 緑地３ 3,300㎡

公園３ 2,250㎡

2,500㎡ 公園５ 200㎡

上久原B地区

東久原A地区 区画道路

東久原B地区
区画道路 区画道路

区画道路 区画道路

区画道路

中久原F地区 区画道路 区画道路

中久原G地区 区画道路

区画道路 区画道路

中久原E地区 区画道路 区画道路

区画道路
中久原D地区

上久原B地区
区画道路 区画道路

区画道路 特殊道路

中久原B地区 区画道路 区画道路

中久原C地区
区画道路 区画道路

区画道路

田刎地区(上久原) 区画道路 区画道路

中久原A地区 区画道路 区画道路

集落地区施設の配
置及び規模

道路

公園４

地区名 種別 延長 種別 延長

上久原A地区

区画道路 区画道路

区画道路 区画道路

区画道路 区画道路

区画道路 特殊道路



地区の面積 約27.5ｈａ 約2.2ｈａ 約3.5ｈａ 約2.7ｈａ 約2.1ｈａ 約1.3ｈａ 約14.1ha 約2.2ｈａ 約1.8ｈａ 約1.0ｈａ 約1.1ｈａ 約14.7ｈａ 約0.２ｈａ 約1.8ｈａ 約0.5ｈａ 約1.8ｈａ

１０分の５

１２ｍ

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

(1)240㎡（建築基準法別表第2（い）項第1号から第3号の用に供するもの）
(2)500㎡（前号以外のもの）

(1)200㎡
（建築基準
法別表第2
（い）項第1
号から第3
号の用に
供するも
の）
(2)500㎡
（前号以外
のもの）

上久原Ｃ
地区

(1)第一種
住居地域
内に建築
することが
できるもの
(ただし、ホ
テル又は
畜舎を除く
ほか、共
同住宅は8
戸以下の
ものに限
る。)
(2)倉庫（倉
庫業を営
む倉庫を
含む。）
(3)前2号の
建築物に
附属するも
の

－

建築物等の高さ
の最高限度

４００㎡

建築物の建蔽率
の最高限度

中久原Ｈ
地区

建築物等の用途
の制限

中久原Ｄ
地区

中久原Ｅ
地区

中久原Ｆ
地区

中久原Ｇ
地区

東久原Ｂ
地区

東久原Ｃ
地区

地区
の区
分

地区の
名称

上久原Ａ
地区

200㎡（た
だし、公衆
便所、巡
査派出所
その他こ
れらに類
する公益
上必要な
建築物の
敷地は除

く。）

240㎡建築物の敷地面
積の最低限度

３００㎡ ５００㎡

１５ｍ

上久原Ｄ
地区

(1)倉庫（倉
庫業を営
む倉庫を
含む。）
(2)前号の
建築物に
附属するも
の

－

５００㎡

２０ｍ

中久原Ｂ
地区

田刎地区
（上久原)

当地区内に建築できる建築物の用途は、次に掲げるものとする。

(1)第二種
低層住居
専用地域
内に建築
することが
できるもの
(ただし、
共同住宅
は8戸以下
のものに
限る。)
(2)都市計
画法施行
令第20条
第1項第1
号に掲げ
る建築物
(3)前2号
の建築物
に附属す
るもの

(1)第一種
住居専用
地域内に
建築する
ことができ
るもの(た
だし、共同
住宅は8戸
以下、店
舗又は事
務所は床
面積が500
㎡以内の
ものに限
る。)
(2)前号の
建築物に
附属する
もの

(1)第一種低層住居専
用地域内に建築する
ことができるもの(ただ
し、共同住宅は4戸以
下のものに限る。)
(2)都市計画法施行令
第20条第1項第1号に
掲げる建築物
(3)前2号の建築物に
附属するもの

(1)第一種
低層住居
専用地域
内に建築
することが
できるもの
(ただし、
共同住宅
を除く。)
(2)都市計
画法施行
令第20条
第1項第1
号に掲げ
る建築物
(3)前2号
の建築物
に附属す
るもの

(1)第一種低層住居専用地域内に建築することができるもの(ただし、共同住宅は4戸以下の
ものに限る。)
(2)都市計画法施行令第20条第1項第1号に掲げる建築物
(3)第一種住居地域に建築できる店舗、事務所で床面積が150㎡未満のもの(ただし、県道福
岡直方線、県道猪野篠栗線、一級町道山田～久原２号線、一級町道古賀ノ脇線、町道清水
～高橋線に敷地が接するものに限る。)
(4)第一種住居地域に建築できる店舗、事務所で床面積が500㎡未満のもの(ただし、県道福
岡直方線の宗教法人金光教久原教会前交差点から中橋間、町道清水～高橋線の久原交
差点から祇園橋間、一級町道山田～久原２号線の久原交差点から学校橋間に敷地が接す
るものに限る。)
(5)前各号の建築物に附属するもの

(1)第一種
低層住居
専用地域
内に建築
することが
できるもの
(ただし、
共同住宅
は4戸以下
のものに
限る。)
(2)都市計
画法施行
令第20条
第1項第1
号に掲げ
る建築物
(3)前2号
の建築物
に附属す
るもの

上久原Ｂ
地区

中久原Ａ
地区

東久原Ａ
地区

中久原Ｃ
地区



「区域及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」

理　　　　由

建築物の緑化率
の最低制限

― 景観形成及び相隣関

係等に配慮し、敷地境

界沿い等に緑地を配

置するように努め、そ

の敷地面積に対する

緑地面積の割合は、

原則７％以上とする。

(1)県道福岡直方線と
   の敷地境界線から
　 ２ｍ以上
(2)県道猪野篠栗線及
   び一級町道との敷
   地境界線から１．５
   ｍ以上
(3)前2号以外の敷地
   境界線から１ｍ以
上

(1)県道福岡直方線と
   の敷地境界線から
　 ２ｍ以上
(2)前号以外の敷地境
   界線から１．５ｍ 以
   上

　本町内に策定済みの他の地区計画との整合を図り、より明確な規定とするため一部変更を行うものである。

備　　　考 制限の取り扱いは、上記のほか別に条例で定める。

(3)屋外広告物等は、福岡県屋外広告物条例に規定する内容を遵守し、次に掲げるもの以外は原則設置してはならない。

(1)建築物の形態は、周囲の田園環境と調和を図るものとする。
(2)建築物の色彩は原色を避け、周囲の田園環境との調和を図り景観形成上支障がないものとする。

　（配置等）

　(意匠等）

　(規格等）
　　・高さは、５ｍ以下とし、表示面積の合計は１㎡以下とする。（上久原B、Ｃ、D地区を除く）

　　・自己の用に供するものを原則とし、個数は１敷地に２個以内とする。

　　・刺激的な色彩又は装飾を用いるなどにより、美観風致を損なわないものとする。
　　・点滅する又は動くものでないものとする。

　　・建築物より突出する屋外広告物等は、敷地又は道路境界線を超えて設置しないものとする。

垣又は柵は、コンクリート造、コンクリートブロック造としてはならない。ただし、高さが０．８ｍ以内のもの及び前記構造に化粧を施し居住環境を損なわない構造のものはこの限りでない。垣又は柵の構造
の制限

壁面の位置の制
限

建築物の形態又
は色彩その他の
意匠の制限

　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線等（以下、「敷地境界線」という。）までの距離は、次に掲げる範囲とし、後退した空地は緑化及び歩行者空間の
確保に努めるものとする。

(1)県道福岡直方線との敷地境界線から２ｍ以上
(2)県道猪野篠栗線及び一級町道との敷地境界線から１．５ｍ以上
(3)前2号以外の敷地境界線から１ｍ以上


